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研究要旨 

新型コロナウイルス感染者の解剖は, 解剖従事者への感染を防ぐ観点から, 実施しに

くい場合がある．本邦では, 死後 CT が全国的に実施されており, 解剖が実施できない場

合は, 死後 CT による評価が期待される．本研究では, 死後 CT における新型コロナウイ

ルス肺炎所見の, 感染制御上の意義について検討することを目的とした． 

2021 年 1 月から 12 月までの連続する新型コロナウイルス感染者の法医解剖事例を, 

後方視的に評価した．結果, 典型的な死後 CT 所見は, 組織学的にはびまん性肺胞傷

害の所見とよく対応しており, また, この所見があれば, 死体内に残存するウイルス量が

多い傾向が認められた．今後, 病理解剖事例についても検討していく予定である． 

 

Ａ.研究目的 

 新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）による感染症

（COVID-19）は, 2020 年 1 月に日本で最初の患者

が確認されて以降, 複数の変異種による感染拡大

の波を繰り返しながら, 未だ蔓延状態が続いており, 

2022 年 5 月において，日本での死亡者数は 3 万
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人を超えている． 

解剖従事者への感染制御のために,国立感染症

研究所から示された「COVID-19 感染症の剖検に

おける感染予防策」（2020 年 2 月、非公開）上, 解

剖室の換気回数基準が示され, またラミナーフロ

ー解剖台などの使用が推奨されたが, それに伴っ

て, COVID-19 患者の解剖実施に消極的な姿勢が

もたらされた 1-4)．しかし, 病理学的観点では, 感染

症の病態を素早く解明していくために, 解剖は必

須の検査である．また, 法医学的観点から見ても, 

自宅療養中に急死した人の死因の評価など, 解

剖による死因究明が必須であることは論をまたない． 

本邦では, 病理解剖・法医解剖ともに解剖率が

低いことを背景として, コロナ禍以前より「死亡時画

像診断」という呼称で, 死後 CT が全国の病院や法

医学教室で利用されている．COVID-19 に関する

死後 CT の報告では, これまで主に肺炎に関する

所見が検討されている 5-8)．一方, 死後 CT 所見と

遺体からの感染性について, どのような関連がある

かについてはまだ十分に検討されていない．本研

究では, 死後 CT における新型コロナウイルス肺炎

所見の, 感染制御上の意義について検討すること

を目的とした． 

 

Ｂ.研究方法 

2021 年 1 月から 12 月の間に, 東京都および千

葉県にある 3 つの法医学教室（東京大学法医学教

室, 千葉大学法医学教室, 国際医療福祉大学法

医学教室）において解剖前死後 CT 検査および法

医解剖が実施されかつ, 鼻咽頭ぬぐい検査にお

いて新型コロナウイルス PCR 検査が陽性となった

全事例を対象とした． 

死後 CT は, 16 列ないし 64 列の多列検出器型

CT を使用した．体幹部の撮影には 1.25 mm 以下

のコリメーションを用いた．画像再構成においては, 

5 mm および 1.25 mm 以下のスライス厚の画像を作

成し, 後者については, 通常の再構成関数に加え

て, 肺条件に相当する再構成関数を用いた画像も

作成した． 

画像の評価に当たっては, 死後 CT 読影経験年

数が 11 年の放射線科診断専門医 1 名にて評価し

た．過去文献を参考に, 「びまん性ないし末梢優

位のすりガラス陰影および浸潤影の混合性陰影」

であり, crazy paving pattern あるいは牽引性気管

支拡張あるいは境界不明瞭な円形腫瘤性陰影の

いずれかが見られるものを, 新型コロナウイルス肺

炎の「典型的死後 CT 所見」として評価した． 

解剖は, いずれも法医学認定医により実施され, 

死因が決定された．組織検査は, 法医学者および, 

法医学者が必要と考えた事例については, 病理

学者により評価をえた．肺については各肺葉 1 箇

所以上を評価し, 総合的に新型コロナウイルス肺

炎 に よ る び ま ん 性 肺 胞 傷 害 （ Diffuse alveolar 

damage; DAD）であるかどうかについて判断した． 

解剖時には, 可能な限り, 肺 5 葉だけでなく, 心

臓・肝臓・脾臓・左右腎臓・左右副腎などの臓器か

らも PCR 検査を実施し, その結果と画像所見の関

係についても検討した． 

 

（倫理面への配慮） 

本研究については，各法医解剖機関の倫理委員

会により審査を行い承認後に実施した． 

 

Ｃ.研究結果 

対象期間において, 鼻咽頭 PCR検査で, SARS-

CoV-2 陽性となった法医解剖事例は 13 事例（男

性 9 事例, 女性 4 事例）であった．うち 1 事例は全

くの身元不明事例であった．身元が特定されてい

る 12 事例の年齢範囲は 19-78 歳（中央値 58, 

1IQR 33, 3IQR 72）であった． 

13 事例のうち, 死後 CT で典型的死後 CT 所見

が認められた事例は, 6 事例のみであった．従って, 

鼻咽頭ぬぐい PCR 陽性を典型的死後 CT 所見に

よって検出しようとした場合の感度は 46%であった． 

13 事例のうち, 病理組織学的所見として DAD と

して矛盾しないと判定された事例は, 6 事例であり, 

全てが典型的死後 CT 所見を呈していた．また

DAD と判定されなかった事例で, 典型的死後 CT

所見が見られた事例は認めなかった．従って, 鼻

咽頭ぬぐい PCR が陽性と判明している事例におい

て, 典型的死後 CT 所見は, 100%の正確度で DAD

と対応していたと言えた．これらの 6 事例は全て, 

法医解剖を経て COVID-19 に関連する肺炎が死

因と判定された．典型的死後 CT 所見を示さなかっ

た 7 事例のうち, COVID-19 に関連した死因と判定

されたものは 2 事例であった． 

13 事例のうち, 肺 5 葉の PCR 検査の結果, 最

大の SARS-CoV-2 RNA コピー数が 104 以上であっ

た事例は, 8 事例あり, 全ての典型的死後 CT 所見

が認められた事例が含まれていた（陽性的中率



分担研究報告 

  — 3 — 

100%, 正確度 85%）．8 事例中, 典型的死後 CT 所

見を示さなかった 2 事例については,  死後 CT 上, 

肺炎を示唆する所見があり, また死因は COVID-

19 に関連した死因と判定された． 

13 事例中, 解剖中に鼻咽頭 PCR 検査が判明し

たため, 肺以外の臓器の PCR 検査を実施できなか

った事例が 1 事例あった．肺以外の臓器を検索し

た 12 事例中, 肺以外の臓器で陽性が認められた

事例は, 7 事例であり, 典型的死後 CT 所見を示し

た 6 事例全てが含まれていた． 

 

Ｄ．考察 

本研究では, 死後 CTで典型的所見（「びまん性

ないし末梢優位のすりガラス陰影および浸潤影の

混合性陰影」であり, crazy paving pattern あるいは

牽引性気管支拡張あるいは境界不明瞭な円形腫

瘤性陰影のいずれかが見られるもの）が認められた

場合の意義について検討した．検討の結果, 典型

的死後 CT 所見では, COVID-19 感染遺体を全て

検出できるわけではなく, 鼻咽頭 PCR 検査の代わ

りのスクリーニングとするには感度が低く, 問題があ

ると考えられた． 

一方, 典型的死後 CT 所見は, DAD と高い正確

度で対応し, 鼻咽頭ぬぐいにおいて PCR 陽性者と

わかっている場合, 死因が DAD であることを示唆

する所見として有用性が高いと考えられた．また, 

同時に, 典型的死後 CT 所見がある場合, 肺のウ

イルスコピー量が高く, 肺以外への臓器にもウイル

スが認められやすく, 解剖時のリスクが高い事例で

あると考えられた． 

他方, 鼻咽頭ぬぐい PCR 検査で陽性であって, 

典 型 的 死 後 CT 所 見 がない場 合 は , 死 因が

COVID-19 に関連しているかどうかも不明であり, 

適切な感染制御対策を実施した上で, 解剖あるい

は, 死後針生検を積極的に実施すべきと考えられ

た．本研究では, このような事例では, 肺から検出

されるウイルス量が低く, また他臓器でウイルスが

検出されることも少なく, 解剖における感染リスクが

比較的低い可能性があることも示唆された． 

本検討は, 事例数の少なさに限界がある．また, 

法医解剖事例の特徴として, 多くの事例が, 感染

後治療などを受けずに急激に死亡した事例が多い

ことが示唆される．病院で治療を受けた上で, ある

程度の生存期間を経て亡くなった事例とは, 死後

CT 所見, PCR 検査結果が異なると考えられ, 今後

そういった病理事例を加えて検討すべきである． 

 

Ｅ．結論 

 死後 CT における COVID-19 感染死亡者に見ら

れる典型的所見は, DAD と対応し, 死体内に残存

するウイルス量が多い傾向が認められる．鼻咽頭

ぬぐいによるウイルス検査と死後 CT を組み合わせ

ることにより, リスクを最小限におさえることと, 死因

究明の本来の意義を両立させることが可能と考え

られる． 
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